
R7.4.1 改正 
 
（別紙１）エネルギー消費性能適合性判定申請手数料（法第１１条、第１２条） 

区  分 
申請手数料金額 （円） 

当初申請 変更申請 

住
宅
（
複
数
棟
認
定
を
し
な
い
（
認
定
通
知
書
添
付
し
な
い
場
合
）
） 

性能基準 一戸建て住宅 ３７，０００ １９，０００ 

住

戸 

性

能

基

準 

1 戸 ３７，０００ １９，０００ 
2 戸以上～  5 戸以下 ７５，０００ ３８，０００ 
6 戸以上～ 10 戸以下 １０６，０００ ５５，０００ 

11 戸以上～ 25 戸以下 １５０，０００ ７８，０００ 
26 戸以上～ 50 戸以下 ２１５，０００ １１２，０００ 
51 戸以上～100 戸以下 ３０９，０００ １６３，０００ 

101 戸以上～200 戸以下 ４１８，０００ ２２３，０００ 
201 戸以上～300 戸以下 ５４９，０００ ２９２，０００ 

301 戸以上～    ６４４，０００ ３４１，０００ 

仕様基準 一戸建て住宅 １８，０００ ９，０００ 

住

戸 

仕

様

基

準 

1 戸 １８，０００ ９，０００ 
2 戸以上～  5 戸以下 ３５，０００ １８，０００ 
6 戸以上～ 10 戸以下 ５１，０００ ２７，０００ 

11 戸以上～ 25 戸以下 ７５，０００ ４０，０００ 
26 戸以上～ 50 戸以下 １１２，０００ ６０，０００ 
51 戸以上～100 戸以下 １７１，０００ ９４，０００ 

101 戸以上～200 戸以下 ２４３，０００ １３５，０００ 
201 戸以上～300 戸以下 ３１５，０００ １７５，０００ 

301 戸以上～    ３５８，０００ １９７，０００ 

共

用

部

分 

標

準

入

力

法 

～300 ㎡ １１８，０００ ６０，０００ 
300 ㎡超～1,000 ㎡ １４９，０００ ７６，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ １９５，０００ １００，０００ 
2,000 ㎡超～5,000 ㎡ ３０４，０００ １６０，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ ３９０，０００ ２０９，０００ 
10,000 ㎡超～25,000 ㎡ ４６６，０００ ２５０，０００ 

25,000 ㎡超 ５４３，０００ ２９３，０００ 

共
用
部
分
の
み
の
増

築
等
で
評
価
し
な
い 

標

準

入

力

法 

～300 ㎡ １０，０００ ６，０００ 
300 ㎡超～1,000 ㎡ １７，０００ １０，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ ２９，０００ １７，０００ 
2,000 ㎡超～5,000 ㎡ ８７，０００ ５２，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ １３７，０００ ８２，０００ 
10,000 ㎡超～25,000 ㎡ １７４，０００ １０４，０００ 

25,000 ㎡超 ２１７，０００ １３０，０００ 

非
住
宅
（
複
数
棟
認
定
を
し
な
い
（
認
定
通
知
書
添
付

し
な
い
場
合
）
） 

工

場

等

以

外 

主
要
室
入
力
法 

標
準
入
力
法 

～300 ㎡ ２４６，０００ １２４，０００ 

300 ㎡超～1,000 ㎡ ３０９，０００ １５６，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ ３９９，０００ ２０２，０００ 

2,000 ㎡超～5,000 ㎡ ５６９，０００ ２９３，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ ７０１，０００ ３６４，０００ 

10,000 ㎡超～25,000 ㎡ ８２９，０００ ４３２，０００ 

25,000 ㎡超 ９４６，０００ ４９４，０００ 

モ

デ

ル

建

物

法 

～300 ㎡ ９４，０００ ４８，０００ 

300 ㎡超～1,000 ㎡ １２０，０００ ６１，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ １５８，０００ ８２，０００ 

2,000 ㎡超～5,000 ㎡ ２５６，０００ １３６，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ ３３４，０００ １８１，０００ 

10,000 ㎡超～25,000 ㎡ ４０２，０００ ２１８，０００ 

25,000 ㎡超 ４７１，０００ ２５７，０００ 

工 
場 
等 

～300 ㎡ ２０，０００ １１，０００ 

300 ㎡超～1,000 ㎡ ２８，０００ １６，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ ４０，０００ ２３，０００ 

2,000 ㎡超～5,000 ㎡ １０３，０００ ６０，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ １５５，０００ ９１，０００ 

10,000 ㎡超～25,000 ㎡ １９３，０００ １１３，０００ 

25,000 ㎡超 ２３９，０００ １４１，０００ 

 
 



R7.4.1 改正 
 

区  分 
申請手数料金額 （円） 

当初申請 変更申請 

住
宅
（
複
数
棟
認
定
時
の
他
の
建
築
物 

（
認
定
通
知
書
添
付
し
た
場
合
）
） 

性能基準 一戸建て住宅 ５，０００ ３，０００ 

住

戸 

性
能
基
準
・ 

仕
様
基
準 

1 戸 ５，０００ ３，０００ 
2 戸以上～  5 戸以下 １０，０００ ６，０００ 
6 戸以上～ 10 戸以下 １７，０００ １０，０００ 

11 戸以上～ 25 戸以下 ２９，０００ １７，０００ 
26 戸以上～ 50 戸以下 ４９，０００ ２９，０００ 
51 戸以上～100 戸以下 ８８，０００ ５３，０００ 

101 戸以上～200 戸以下 １３９，０００ ８３，０００ 
201 戸以上～300 戸以下 １７６，０００ １０６，０００ 

301 戸以上～    １８８，０００ １１３，０００ 

共

用

部

分 

標

準

入

力

法 

～300 ㎡ １０，０００ ６，０００ 
300 ㎡超～1,000 ㎡ １７，０００ １０，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ ２９，０００ １７，０００ 
2,000 ㎡超～5,000 ㎡ ８７，０００ ５２，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ １３７，０００ ８２，０００ 
10,000 ㎡超～25,000 ㎡ １７４，０００ １０４，０００ 

25,000 ㎡超 ２１７，０００ １３０，０００ 

非
住
宅
（
複
数

棟
認
定
時
の
他

の
建
築
物
（
認

定
通
知
書
添
付

し
た
場
合
）） 

～300 ㎡ １０，０００ ６，０００ 
300 ㎡超～1,000 ㎡ １７，０００ １０，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ ２９，０００ １７，０００ 
2,000 ㎡超～5,000 ㎡ ８７，０００ ５２，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ １３７，０００ ８２，０００ 
10,000 ㎡超～25,000 ㎡ １７４，０００ １０４，０００ 

25,000 ㎡超 ２１７，０００ １３０，０００ 

 
（注） ・増築等の場合は増築後の面積とする。 

・工場等及び工場等以外の建築物の複合用途の場合は、それぞれの面積に応じた金額の合計額と

する。ただし、全体を工場等以外の建築物とした場合の金額が、合計額より低額の場合は、そ

の金額とする。 
・各区分のうち該当部分がない場合は、当該区分の金額を加算する必要がない。 
・共同住宅の共用部分を算出しない方法で評価する場合（共用部分のみの増築等で当該共用部分

を算出しない方法で評価する場合を除く。）は、当該区分の金額を加算する必要がない。 
・複合用途の場合は、当該区分の金額をそれぞれ加算する。 
・仕様基準又はモデル建物法は、住戸全体又は非住宅全体を当該基準で評価する場合にのみ適用

可能である。 
 



R7.4.1 改正 
（別紙２）エネルギー消費性能適合性判定の軽微変更該当証明申請手数料 

区  分 申請手数料金額 （円） 

住
宅
（
複
数
棟
認
定
を
し
な
い
（
認
定
通
知
書
添
付
し
な
い
場
合
）
） 

性能基準 一戸建て住宅 ９，０００ 

住

戸 

性

能

基

準 

1 戸 ９，０００ 
2 戸以上～  5 戸以下 １９，０００ 
6 戸以上～ 10 戸以下 ２７，０００ 

11 戸以上～ 25 戸以下 ３９，０００ 
26 戸以上～ 50 戸以下 ５６，０００ 
51 戸以上～100 戸以下 ８１，０００ 
101 戸以上～200 戸以下 １１１，０００ 
201 戸以上～300 戸以下 １４６，０００ 

301 戸以上～     １７０，０００ 

仕様基準 一戸建て住宅 ４，０００ 

住

戸 

仕

様

基

準 

1 戸 ４，０００ 
2 戸以上～  5 戸以下 ９，０００ 
6 戸以上～ 10 戸以下 １３，０００ 

11 戸以上～ 25 戸以下 ２０，０００ 
26 戸以上～ 50 戸以下 ３０，０００ 
51 戸以上～100 戸以下 ４７，０００ 

101 戸以上～200 戸以下 ６７，０００ 
201 戸以上～300 戸以下 ８７，０００ 

301 戸以上～    ９８，０００ 

共

用

部

分 

標

準

入

力

法 

～300 ㎡ ３０，０００ 

300 ㎡超～1,000 ㎡ ３８，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ ５０，０００ 

2,000 ㎡超～5,000 ㎡ ８０，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ １０４，０００ 

10,000 ㎡超～25,000 ㎡ １２５，０００ 

25,000 ㎡超 １４６，０００ 

共
用
部
分
の
み
の

増
築
等
で
評
価
し

な
い
場
合 

～300 ㎡ ３，０００ 

300 ㎡超～1,000 ㎡ ５，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ ８，０００ 

2,000 ㎡超～5,000 ㎡ ２６，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ ４１，０００ 

10,000 ㎡超～25,000 ㎡ ５２，０００ 

25,000 ㎡超 ６５，０００ 

非
住
宅
（
複
数
棟
認
定
を
し
な
い
（
認
定
通
知
書
添
付
し

な
い
場
合
）） 

工

場

等

以

外 

主
要
室
入
力
法 

標
準
入
力
法 

～300 ㎡ ６２，０００ 
300 ㎡超～1,000 ㎡ ７８，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ １０１，０００ 
2,000 ㎡超～5,000 ㎡ １４６，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ １８２，０００ 
10,000 ㎡超～25,000 ㎡ ２１６，０００ 

25,000 ㎡超 ２４７，０００ 

モ

デ

ル

建

物

法 

～300 ㎡ ２４，０００ 
300 ㎡超～1,000 ㎡ ３０，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ ４１，０００ 
2,000 ㎡超～5,000 ㎡ ６８，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ ９０，０００ 
10,000 ㎡超～25,000 ㎡ １０９，０００ 

25,000 ㎡超 
１２８，０００ 

工 
場 
等 

～300 ㎡ ５，０００ 
300 ㎡超～1,000 ㎡ ８，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ １１，０００ 
2,000 ㎡超～5,000 ㎡ ３０，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ ４５，０００ 
10,000 ㎡超～25,000 ㎡ ５６，０００ 

25,000 ㎡超 ７０，０００ 

 



R7.4.1 改正 
 

区  分 申請手数料金額 （円） 

住
宅
（
複
数
棟
認
定
時
の
他
の
建
築
物 

（
認
定
通
知
書
添
付
し
た
場
合
）
） 

性能基準 一戸建て住宅 １，０００ 

住

戸 

性
能
基
準
・ 

仕
様
基
準 

1 戸 １，０００ 
2 戸以上～  5 戸以下 ３，０００ 
6 戸以上～ 10 戸以下 ５，０００ 

11 戸以上～ 25 戸以下 ８，０００ 
26 戸以上～ 50 戸以下 １４，０００ 
51 戸以上～100 戸以下 ２６，０００ 

101 戸以上～200 戸以下 ４１，０００ 
201 戸以上～300 戸以下 ５３，０００ 
301 戸以上～       ５６，０００ 

共

用

部

分 

標

準

入

力

法 

～300 ㎡ ３，０００ 
300 ㎡超～1,000 ㎡ ５，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ ８，０００ 
2,000 ㎡超～5,000 ㎡ ２６，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ ４１，０００ 
10,000 ㎡超～25,000 ㎡ ５２，０００ 

25,000 ㎡超 ６５，０００ 

非
住
宅
（
複
数

棟
認
定
時
の
他

の
建
築
物
（
認

定
通
知
書
添
付

し
た
場
合
）） 

～300 ㎡ ３，０００ 
300 ㎡超～1,000 ㎡ ５，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ ８，０００ 
2,000 ㎡超～5,000 ㎡ ２６，０００ 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡ ４１，０００ 
10,000 ㎡超～25,000 ㎡ ５２，０００ 

25,000 ㎡超 ６５，０００ 

（注） ・増築等の場合は増築後の面積とする。 
・工場等及び工場等以外の建築物の複合用途の場合は、それぞれの面積に応じた金額の合計額と

する。ただし、全体を工場等以外の建築物とした場合の金額が、合計額より低額の場合は、そ

の金額とする。 
・各区分のうち該当部分がない場合は、当該区分の金額を加算する必要がない。 
・共同住宅の共用部分を算出しない方法で評価する場合（共用部分のみの増築等 で当該共用部

分を算出しない方法で評価する場合を除く。）は、当該区分の金額を加算する必要がない。 
・複合用途の場合は、当該区分の金額をそれぞれ加算する。 
・仕様基準又はモデル建物法は、住戸全体又は非住宅全体を当該基準で評価する場合にのみ適用

可能である。 



R7.4.1 改正 
 
（別紙３）建築物省エネ法（仕様基準による場合）の確認申請手数料（法第１１条、第１２条） 

区  分 
申請手数料金額 （円） 

確認申請・計画通知 計画変更 

住
宅 

仕様基準 一戸建て住宅 １３，０００ ６，０００ 

住

戸 

仕

様

基

準 

1 戸 １３，０００ ６，０００ 

2 戸以上～  5 戸以下 ２４，０００ １２，０００ 

6 戸以上～ 10 戸以下 ３４，０００ １７，０００ 

11 戸以上～ 25 戸以下 ４６，０００ ２３，０００ 

26 戸以上～ 50 戸以下 ６２，０００ ３１，０００ 

51 戸以上～100 戸以下 ８２，０００ ４１，０００ 

101 戸以上～200 戸以下 １０４，０００ ５２，０００ 

201 戸以上～300 戸以下 １３９，０００ ６９，０００ 

301 戸以上～       １７０，０００ ８５，０００ 

（注）・省エネ仕様基準に適合させることにより省エネ適判を要しない建築物１棟ごとに、建築基準法の

確認申請手数料（又は計画変更手数料）に上乗せして申請してください。 


